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患者さんの参加にあたっての説明書 
１．はじめに 

私たちの能登北部で、 

① 患者さんの病気に関する情報を、病院、診療所、薬局で安全かつ効率よく情報共有す

る「医療情報連携（共有）システム」 

② 患者さんが検査情報、糖尿病手帳情報、おくすり手帳情報等を自ら管理し活用すること

ができる「どこでも MY 病院システム」 

の実証システムが完成し、実証サービスの利用ができることになりました。 

（株）電算は、石川県医師会及び能登北部医師会のご指導のもと、このサービスを多くの患者

さんにご利用いただくことで、実証事業を開始することになりました。 

この実証事業は、厚生労働省の委託を受けたもので、新しい医療サービスを患者さんに使用

していただき、今後の実用化のための課題を抽出し、課題への対応策を検討していくもので

す。 

本事業の内容と目的をご理解いただき、多くの患者さんに参加いただければ幸いです。なお、

患者さんの事情で代理の方に参加いただく等もできますので、ご相談をお願いします。 

 

２．参加のメリット 
（１） 参加すると、参加医療機関・薬局の間で、患者さんの診療情報、薬の情報等を共有すること

ができ、薬剤の重複投与の防止、種々の検査データを共有することで、安全で効率の良い診

療と調剤を受けることができます。 

（２） また、医療機関から各種電子データを貰い受けたり、薬局からおくすり手帳データを貰い受けることができ、ご自

分の健康管理に役立てることもできます。 

 

３．参加することで予想される不利益 
参加は、患者さん一人ひとりの自由な意思によります。説明を受け、目的、意義、安全性確保

等にご納得された方が、ご参加いただけます。もし、参加されなかった場合でも、今後の診療

に何ら不利益をこうむることはありません。また、途中で参加を取りやめることもできます。 

 

４．事業に係る費用 
（１）事業への参加費用 

本事業に係る費用は、厚生労働省から委託の「シームレスな健康情報活用基盤実証事業」で

負担されますので、患者さんに費用を負担いただくことはありません。 

※診療費及び調剤費等は、通常と変わらず自己負担です。 

※事業に参加・協力いただいたことに対する金銭を含めた報酬はありません。 

（２）患者さん又はその代理者の方の費用負担 

ご自身またはご家族等で使用する携帯電話等、パソコン、インターネット回線などの費用は、

ご自身またはご家庭等でのご負担となります。 
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５．個人情報の安全確保 
このシステムでは、患者さんの情報を守るために次のような対策を講じています。  

（１） 暗号化により外部からの不正侵入に対して厳格に情報を保護しています。  

（２） 情報を見ることができるのは、患者さんが許可した病院・診療所・薬局のみで、厳格な安

全管理対策が施されています。 

（３） 患者さんが貰い受け、ご自身で活用するデータに関しても、ご自身以外が見ることができ

ない安全対策を講じています。 

の自身があなたが同意書を渡した相手のうち協議会から個人 ID、パスワードが付与され許可

された者のみです。例えその個人 ID、パスワードが漏れたとしても、特定の許可された端末以

外では患者さんの診療情報をみることはできません。 

 

６．参加の申請 
患者さんの行きつけの病院、診療所で、患者さんの事業への参加受付をしていただきます。

（本事業に参加している施設に限ります。） 

本事業では、成年の患者さんはご自身で、患者さんが未成年の場合はそのご保護者の方の

参加の同意を、などいずれかの方法で参加の同意文書をいただくことになります。 

以上の内容を十分にご理解いただき、ご納得をされた上で参加の同意書に署名をお願いしま

す。 

 

７．アンケートへのご協力のお願い 
参加された患者さん又はその代理者の方に、簡単なアンケートへの回答にご協力をお願いし

ます。 

 

８.本事業の会員カード 
参加いただく患者さんには、「会員カード」をご利用いただけます。 

 

９.本事業に関するお問合せ先 
本事業に関するご質問は、実証事業のポスターが貼ってある参加病院、診療所、薬局の実証

事業参加受付窓口にご相談ください。（実証事業に参加している施設に限ります。） 

サポートセンターでも、ご質問とご相談に対応します。 

名称： 株式会社電算 輪島事務所内サポートセンター 

住所：〒928-0001 石川県輪島市河井町２４部１１番地  

電話：0768-22-5010  FAX ：0768-22-5015 E-mail： support@notohoku.net 

以上 


